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10
月
は
「
骨
髄
バ
ン
ク
推
進
月
間
」
で
す

骨
髄
バ
ン
ク
と
は

　

骨
髄
バ
ン
ク
は
、
移
植
を
希
望
す
る
人
の

た
め
に
「
骨
髄
・
末
梢
血
管
細
胞
を
提
供
し

た
い
」
と
い
う
人
を
ド
ナ
ー
と
し
て
あ
ら
か

じ
め
登
録
し
、
移
植
を
希
望
す
る
人
の
白
血

球
の
型
と
適
合
し
た
と
き
に
提
供
し
て
も
ら

う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

骨
髄
・
末
梢
血
管
細
胞
移
植
は
、
白
血
病

や
再
生
不
良
性
貧
血
な
ど
に
よ
っ
て
、
正
常

な
造
血
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
患

者
へ
の
有
効
な
治
療
法
で
す
。
日
本
骨
髄
バ

ン
ク
に
登
録
さ
れ
て
い
る
、
骨
髄
移
植
を
必

要
と
す
る
患
者
は
、全
国
で
１
６
８
１
人（
県

内
18
人
）
で
す
。（
７
月
末
日
現
在
）

　

し
か
し
、
移
植
を
行
う
た
め
に
は
、
患
者

と
ド
ナ
ー
（
骨
髄
を
提
供
す
る
人
）
の
白
血

球
の
型
（
Ｈ
Ｌ
Ａ
型
）
が
一
致
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
確
率
は
、
兄
弟
姉
妹
間
で

４
人
に
１
人
、
非
血
縁
者
間
で
数
百
人

～
数
万
人
に
１
人
の
た
め
、
ド
ナ
ー
候

補
者
が
見
つ
か
ら
ず
、
移
植
を
受
け
ら

れ
な
い
人
が
数
多
く
い
ま
す
。

　

一
人
で
も
多
く
の
患
者
に
移
植
の

機
会
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
骨
髄
バ
ン

ク
へ
の
ご
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、「
日
本
骨
髄
バ
ン
ク
」

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

高
額
療
養
費
制
度
と
は

　

高
額
療
養
費
制
度
と
は
、
同
じ
月
内
に
医

療
機
関
や
薬
局
の
窓
口
で
支
払
っ
た
金
額

が
、
上
限
額
（
※
自
己
負
担
限
度
額
）
を
超

え
た
場
合
、
そ
の
超
え
た
金
額
を
「
高
額
療

養
費
」
と
し
て
支
給
す
る
制
度
で
す
。

※
自
己
負
担
限
度
額
は
所
得
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
。

手
続
き
の
簡
素
化

　

市
へ
申
請
す
る
こ
と
で
高
額
療
養
費
の
支

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
こ
れ
ま

で
は
、該
当
し
た
月
ご
と
に
「
支
給
申
請
書
」

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
申
請
の
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
、
10
月
か
ら
手
続
き
が
簡
素
化
さ
れ
ま
し

た
。

　

高
額
療
養
費
に
該
当
し
た
際
に
「
支
給
申

請
書（
初
回
申
請
用
）」を
提
出
す
る
こ
と
で
、

そ
の
後
の
申
請
が
不
要
と
な
り
ま
す
。
初
回

申
請
後
、高
額
療
養
費
に
該
当
し
た
場
合
は
、

初
回
申
請
時
に
登
録
し
た
口
座
に
自
動
的
に

支
給
さ
れ
ま
す
。（
原
則
、
世
帯
主
の
口
座
）

　

支
給
と
な
っ
た
場
合
は
「
支
給
決
定
通
知

書
」
を
世
帯
主
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

庄
原
市
骨
髄
ド
ナ
ー
助
成
金

　

市
は
、
骨
髄
ま
た
は
末
梢
血
幹
細
胞
の
提

供
を
し
た
人
で
、
有
給
休
暇
ま
た
は
骨
髄
な

ど
の
提
供
を
行
う
た
め
の
特
別
の
休
暇
を
取

得
し
て
い
な
い
人
（
自
営
業
で
休
業
に
よ
り

収
入
が
減
少
す
る
人
）
へ
助
成
金
を
交
付
し

て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
保
健
医
療
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
骨
髄
ド
ナ
ー
助
成
金
の
問
い
合
わ
せ
】
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植
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国
民
健
康
保
険

高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
手
続
き
が

簡
素
化
さ
れ
ま
し
た

申
請
方
法

　

10
月
以
降
、
新
た
に
高
額
療
養
費
の
該
当

と
な
っ
た
場
合
は
、
市
か
ら
「
支
給
申
請
書

（
初
回
申
請
用
）」
を
送
付
し
ま
す
。
必
要
事

項
を
記
入
し
、
市
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
室
・
市
民
生
活
室

ご
注
意
く
だ
さ
い

▼
こ
れ
ま
で
に
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け

た
こ
と
が
あ
る
人
も
、
10
月
以
降
に
高
額
療

養
費
の
該
当
と
な
っ
た
場
合
は
、
初
回
の
申

請
が
必
要
で
す
。

▼
世
帯
主
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
や
、
登
録

さ
れ
た
振
込
口
座
が
振
り
込
み
不
能
と
な
っ

た
場
合
な
ど
は
、
自
動
振
り
込
み
が
停
止
さ

れ
る
た
め
、
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。


